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 各保健所設置市長 様 

 

兵 庫 県 保 健 医 療 部 
疾病対策課感染症対策官 

 

 

群馬県における麻しん患者の発生に伴う注意喚起ついて 

 

 

 令和７年４月 26 日に群馬県が別添のとおり麻しん患者の発生について公表

を行いました。当該患者からの感染による新たな患者発生の可能性があります

ので、情報共有します。 

なお、別添写しのとおり、関係団体あて通知していること申し添えます。 

 

 
 

【担当】 

兵庫県保健医療部疾病対策課 

感染症対策推進班  藤井 

TEL：078-341-7711（内 3196） 

MAIL：shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp 

mailto:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp


事 務 連 絡 

令和７年４月 28 日 

 
 

 一 般 社 団 法 人 兵 庫 県 医 師 会 長 

 一般社団法人兵庫県病院協会長   様 

 一般社団法人兵庫県民間病院協会長 

 一般社団法人兵庫県精神科病院協会長 

 

 兵庫県保健医療部疾病対策課 
感 染 症 対 策 官  

 

 

群馬県における麻しん患者の発生に伴う注意喚起ついて 

 

平素は、本県の感染症対策の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 令和７年４月26日に群馬県が別添のとおり麻しん患者の発生について公表を

行いました。 
 当該患者からの感染による新たな患者発生の可能性がありますので、情報共

有するとともに、貴会会員への周知についてよろしくお願いします。 

 

記 

 
１ 医療機関において麻しんの疑い例を診察した場合、最寄りの健康福祉事務

所（保健所）まで連絡をお願いします。 
 

【担当】 

兵庫県保健医療部疾病対策課 

感染症対策推進班 藤井 

TEL：078-341-7711（内 3196） 

MAIL：shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp 

 ○写  
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麻しん（はしか）患者の発生について（令和７年２例目） 
～麻しんかもと思ったときは、医療機関に連絡してから受診してください～  

 

１ 概要 
令和７年４月 26日（土）、富岡保健所管内の医療機関から麻しん患者の届出がありました。 

令和７年では、３月以来、県内２例目です。 

 

 2017 年 

（H29） 
2018 年 

（H30） 
2019 年 

（H31,R1） 

2020 年 

（R2） 

2021 年 

（R3） 

2022 年 

（R4） 

2023 年 

（R5） 

2024 年 

（R6） 

2025 年 

（R7） 

群馬県 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

全国 186 279 744 10 6 6 28 45 78 

2025 年は、群馬県は 4 月 25 日時点、全国は第 15 週（4 月 13 日）までの速報値 

 

２ 患者の状況等 
 ＜患者＞ 10 代 男性 

 ＜症状＞ 咳、発熱、発疹 

 ＜経過＞ 

  ４月 １日（火） ベトナムに渡航 

４月１８日（金） 咳症状が出現 

  ４月２０日（日） ベトナムから帰国、同日、発熱 

  ４月２５日（金） 発疹が出現し、医療機関を受診 

           県衛生環境研究所で遺伝子検査を実施し、麻しんウイルス陽性が判明 
 
３ 保健所の対応 

・患者の行動歴を調査 

・患者に外出の自粛を要請 

・患者と接触した方に対し健康観察を実施中 

 
４ 下記の航空機及び場所を利用した皆様へ（注意喚起） 
  

日本航空 752 便 

 ４月１９日（土）午後１１時２０分 ベトナム ハノイ空港発 

４月２０日（日）午前 ６時２５分 成田国際空港第２ターミナル着  

（到着後、知人の車にて帰宅） 
 

※上記と同じ日時に同じ場所を利用した方は、利用日から 21 日以内（５月 11 日（日）まで）に発

熱、発疹等の麻しんを疑う症状が現れた場合、速やかに最寄りの保健所に御相談ください。 

医療機関を受診する際には、麻しんの疑いがあることを事前に連絡のうえ、マスクを着用するととも

に、公共交通機関の利用を避けてください。 

 

令和７年４月 26 日 
健康福祉部感染症・疾病対策課 
感染症危機管理室 感染症対策係 
電話：027-226-3316 内線：3259 



 
５ 麻しんについて 

・麻しんウイルスによって引き起こされる感染症です。 

・感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力が非常に強いとされています。 

・感染すると、潜伏期間（10～12 日間）の後、発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。

２～３日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。 

・発症１日前から発疹出現後５日までは周囲に感染させるおそれがあります。 

 

６ 報道機関の方へ 

患者や患者家族等が特定されないよう、プライバシー保護に御配慮いただくとともに、医療機関

への取材はお控えください。 
 
７ 県民の皆様へ 

●麻しんを予防するために 

 ・麻しんはワクチンで予防可能な感染症です。 

 ・定期接種の対象者（１歳児、小学校入学前の１年間）は、確実に予防接種を受けましょう。 

●麻しんを疑う症状が出たら 

 ・発熱や発疹などの症状のある方は医療機関に電話をしてから受診するようにしてください。

受診の際は、公共交通機関の利用は避けましょう。 

 

 
８ 群馬県ホームページ：麻しん（はしか）に注意しましょう 

https://www.pref.gunma.jp/page/3309.html 
 

https://www.pref.gunma.jp/page/3309.html

